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省
エ
ネ
の
た
め
5
月
1
日
〜
10
月
31
日
、
市
職
員
の
ク
ー
ル
・
ビ
ズ（
勤
務
中
の
軽
装
）を
実
施
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す〔
総
務
課
〕

っ
た
住
宅
は
、
工
事
完
了
翌
年
度
の

固
定
資
産
税
が
減
額
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
の
場
合
も
要
件

が
あ
り
ま
す
の
で
、
く
わ
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
家
屋
係
・
内
線
1
2
2
2

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）納

期
限
は
6
月
1
日
で
す

　

令
和
2
年
度
の
軽
自
動
車
税（
種

別
割
）の
納
税
通
知
書
を
5
月
11
日

（
月
）に
発
送
し
ま
す
。
納
期
限
は
6

月
1
日（
月
）で
す
。

　

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
、
毎
年

4
月
1
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
な
お
、
▼
車
体
を
処
分
し

た
と
き
▼
下
取
り
に
出
し
た
と
き
▼

譲
渡
し
た
と
き
▼
盗
難
に
遭
っ
た
と

き
▼
市
外
へ
転
出
し
た
と
き
は
、
す

ぐ
に
廃
車
ま
た
は
変
更
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
税
額
や

納
付
方
法
、
登
録
内
容
の
変
更
手
続

き
な
ど
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
、
納

税
通
知
書
に
同
封
の
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）の
し
お
り
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問
課
税
課
諸
税
係
・
内
線
1
2
0
0

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）減
免

申
請
は
6
月
1
日
ま
で
に

　

次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
の
条
件

に
該
当
す
る
軽
自
動
車
な
ど
の
所
有

者
は
、
税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
6
月
1
日（
月
）ま
で
に

　

市
は
、
令
和
2
年
度
の
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
と
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）、
市
民
税
・
都
民
税
の
納

税
通
知
書
を
順
次
発
送
し
て
い
ま
す
。

お
手
元
に
届
く
ま
で
数
日
を
要
し
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

納
期
限（
左
表
）ま
で
の
納
付
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

　

令
和
2
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都

市
計
画
税
の
納
税
通
知
書
を
5
月
1

日
に
発
送
し
ま
し
た
。

問
課
税
課
▽
土
地
係
・
内
線
1
2
1

5
▽
家
屋
係
・
内
線
1
2
2
2
▽
償

却
資
産
係
・
内
線
1
2
2
8

改
修
を
行
っ
た
住
宅
は
固

定
資
産
税
の
減
額
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

耐
震
改
修
工
事
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
工
事
、
省
エ
ネ
改
修
工
事
を
行

令
和
2
年
度
課
税
・
非
課

税
証
明
書
を
発
行

　

6
月
9
日（
火
）か
ら
、
令
和
2
年

度
課
税
・
非
課
税
証
明
書
を
発
行
し

ま
す〔
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収（
天
引

き
）の
み
の
方
は
、
5
月
13
日（
水
）

か
ら
発
行
〕。
証
明
書
の
発
行
を
希

望
す
る
方
は
、
本
人
確
認
の
た
め
運

転
免
許
証
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
諸
税
係
・
内
線
1
2
0
0

固
定
資
産
税
償
却
資
産
の

申
告
は
お
済
み
で
す
か

　

法
人
や
個
人
で
工
場
や
商
店
、
不

動
産
賃
貸
業
な
ど
を
営
ん
で
い
る
場

合
、
所
有
し
て
い
る
事
業
用
資
産（
構

築
物
、
機
械
、
器
具
、
備
品
な
ど
）

に
は
、
償
却
資
産
と
し
て
固
定
資
産

税
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
固
定
資

産
税
は
地
方
税
法
で
申
告
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
市
内
で
事
業
を

営
ん
で
い
る
方
は
、
税
務
署
だ
け
で

な
く
市
に
も
申
告
が
必
要
で
す
。

　

市
へ
の
申
告
期
限（
毎
年
1
月
31

日
）は
す
で
に
過
ぎ
て
い
ま
す
が
、

申
告
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

未
申
告
の
方
は
至
急
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。
く
わ
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

い
た
だ
く
か
、
税
理
士
な
ど
に
ご
相

課
税
課
諸
税
係（
市
役
所
1
階
35
番

窓
口
）へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請

の
方
法
等
く
わ
し
く
は
課
税
課
諸
税

係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

①
身
体
や
精
神
に
障
害
の
あ
る
方
、

ま
た
は
そ
の
障
害
者
と
生
計
を
同
じ

く
す
る
方（
同
居
ま
た
は
近
隣
2
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
居
住
）が
所
有

し
、
障
害
者
本
人
ま
た
は
生
計
を
同

じ
く
す
る
方
が
運
転
す
る
軽
自
動
車

な
ど
②
世
帯
員
全
員
が
障
害
者
で
あ

る
世
帯
の
方
が
所
有
し
、
そ
の
世
帯

の
方
を
常
時
介
護
す
る
方
が
運
転
す

る
軽
自
動
車
な
ど
③
車
両
の
構
造
が

障
害
者
用
で
あ
る
軽
自
動
車
な
ど

　

な
お
、
①
②
は
、
複
数
の
自
動
車

を
所
有
し
て
い
る
場
合
、
1
台
に
限

り
減
免
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
該
当

と
な
る
障
害
区
分
や
級
別
な
ど
、
く

わ
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
諸
税
係
・
内
線
1
2
0
0

市
民
税
・
都
民
税

　

令
和
2
年
度
の
市
民
税
・
都
民
税

の
納
税
通
知
書
を
次
の
と
お
り
発
送

し
ま
す
。

▼
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収（
天
引
き
）

の
方
＝
5
月
13
日（
水
）に
給
与
支
払

い
者（
勤
務
先
な
ど
）に
発
送
し
ま
す
。

給
与
所
得
者
の
方
は
、給
与
支
払
い
者

か
ら
税
額
の
通
知
書
が
渡
さ
れ
ま
す
。

▼
普
通
徴
収
・
公
的
年
金
か
ら
の
特

別
徴
収（
天
引
き
）の
方
＝
6
月
9
日

（
火
）に
自
営
業
者
や
年
金
受
給
者
の

方
な
ど
に
発
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
３
月
17
日
以
降
の
延
長
さ

れ
た
期
間
に
市
民
税
・
都
民
税
の
申

告
書
、
ま
た
は
確
定
申
告
書
を
提
出

し
た
方
は
、
令
和
２
年
度
の
課
税
証

明
書
等
に
申
告
内
容
の
反
映
が
さ
れ

て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

場
合
、
申
告
書
等
の
内
容
を
確
認
次

第
、
税
額
変
更
等
の
処
理
を
行
い
、

納
税
通
知
書
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
課
税
課
市
民
税
係
・
内
線
1
2
0
6

納
税
は
口
座
振
替
に

　

市
税
の
納
付
に
は
口
座
振
替
が
便

利
で
す
。
ご
希
望
の
方
は
、
納
税
通

知
書
に
同
封
の
口
座
振
替
依
頼
書
を

左
表
の
期
日〔
必
着
〕ま
で
に
郵
送

（
切
手
不
要
）で
収
納
課
へ
お
送
り
く

だ
さ
い
。

　

依
頼
書
に
よ
る
第
1
期
の
口
座
振

替
は
申
し
込
み
を
締
め
切
り
ま
し
た

の
で
、
納
税
通
知
書
に
同
封
の
納
付

書
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

●
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
申
し
込
め

ま
す　

納
税
義
務
者
本
人
の
口
座
か

ら
振
替
を
す
る
場
合
は
、
収
納
課
の

窓
口
で
専
用
端
末
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
読
み
込
ま
せ
て
暗
証
番
号

を
入
力
す
る
こ
と
で
、
簡
単
に
申
し

込
め
ま
す
。
毎
月
5
日
ま
で
の
申
し

込
み
で
、
そ
の
月
の
月
末
か
ら
振
替

開
始
に
な
り
ま
す
。
く
わ
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
収
納
課
管
理
係
・
内
線
1
2
4
0

依頼書による口座振替の申込期限など

税目 納税通知書
発送日

第２期からの
口座振替申込期限

固定資産税 ５月１日㈮ ６月16日㈫
到着分まで

市民税・都民税
（普通徴収） ６月９日㈫ ７月17日㈮

到着分まで

軽自動車税（種別割）の口座振替をご希望の方は、申込書を
郵送しますのでご連絡ください。なお、振替は令和３年度か
らになります。

談
く
だ
さ
い
。
ま
た
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
適
正
な
賦
課
と
未
申
告
の
解
消
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す　

市
は
、
税
務

署
と
連
携
し
て
申
告
内
容
を
確
認
し
、

訪
問
催
告
を
行
っ
て
い
ま
す
。
申
告

漏
れ
や
未
申
告
の
方
に
は
、
地
方
税

法
に
基
づ
き
さ
か
の
ぼ
っ
て
課
税
し

ま
す
。
ま
た
、
申
告
す
る
必
要
の
あ

る
方
が
申
告
し
な
い
場
合
や
偽
り
の

申
告
を
し
た
場
合
は
、
地
方
税
法
な

ど
に
よ
り
罰
金
が
科
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

問
課
税
課
償
却
資
産
係
・
内
線
1
2

2
8５

月
は
自
動
車
税（
種
別

割
）の
納
期
で
す

　

自
動
車
税（
種
別
割
）は
、
毎
年
4

月
1
日
現
在
、
自
動
車
検
査
証（
車

検
証
）に
記
載
さ
れ
て
い
る
所
有
者

（
割
賦
販
売
の
場
合
は
使
用
者
）の
方

に
課
税
さ
れ
ま
す
。
令
和
2
年
度
の

自
動
車
税（
種
別
割
）納
税
通
知
書
は
、

5
月
1
日（
金
）に
発
送
し
ま
し
た
。

納
期
限
は
6
月
1
日（
月
）で
す
。
金

融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

等
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

問
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
0

3（
3
5
2
5
）4
0
6
6

　国税に関する一般的なご相談は電

話で受け付けていますが、具体的に

書類や事実関係を確認する必要があ

るなど、電話での回答が難しい場合

には、所轄の税務署で来署による相

談も受け付けています。来署による

相談には予約が必要です。

税務署からのお知らせ

来署によるご相談は
電話予約を

令和２年度市税の納期限

	６	月	１	日㈪ 固定資産税・都市計画税第1期
軽自動車税（種別割）

	６	月	30	日㈫ 市民税・都民税第1期
	７	月	31	日㈮ 固定資産税・都市計画税第2期
	８	月	31	日㈪ 市民税・都民税第2期
	11	月	２	日㈪ 市民税・都民税第3期
	12	月	25	日㈮ 固定資産税・都市計画税第3期
令和３年
	２	月	１	日㈪ 市民税・都民税第4期

	３	月	１	日㈪ 固定資産税・都市計画税第4期

問立川税務署☎（523）1181

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）、市
民
税・都
民
税

納
税
通
知
書
を
順
次
発
送


